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（問）保育施設整備に係る余裕教室の活用の課題等について 

県内の小中学校では２，５６０もの余裕教室があり，少子化が進む中で一段

と今後も増加が見込まれ，様々な活用方法が考えられるが，保育所が不足しが

ちな都市部近郊に位置する県立高校の余裕教室は保育施設の立地場所としてア

クセス性等非常に魅力的に思える。 

高齢者施設と幼児保育施設が隣接し，年齢差のあるコラボレーションを実現

している例もあると聞いているため，高校生と幼児のふれあいは異質で悪いと

も思えない。 

小中学校も含めて，学校施設の中へ保育所施設が同居することについて，余

裕教室の現状を示したうえで，同居実現に向けた課題とその解決策を教育長に

伺う。 

（答） 

県内の小中学校の余裕教室につきましては，平成２５年５月１日時点で２，

５６０室あり，その約９４％を当該学校の施設として活用し，残り約５％を放

課後児童クラブとして活用するなど，未活用のものはございません。 

また，保育所への活用事例がないのは，活用可能な余裕教室の多い地域が，

必ずしも待機児童が多い地域と一致していないことも要因となっているものと

考えております。 

県立学校につきましては，習熟度別クラス編成や少人数指導の充実のために，

全ての教室を活用している状況でございます。 

将来的に余裕教室が生じた場合におきましても，県立学校へ保育所が同居す

る場合は，授業や部活動等の教育活動への影響や，園児の送迎の利便性と児童

生徒の通学の安全性の問題等，多くの課題があるものと考えております。 

しかしながら，他県には小中学校において活用事例があることや，国におき

ましても，余裕教室の一層の有効活用を促進するため，平成２０年６月から，

小中学校等の施設を転用する際の国庫補助手続きの簡素化がされていることも

あり，県といたしましては，市町において条件が整えば事業が円滑に進むよう

協力してまいりたいと考えております。 


